
印鑑登録・廃止/印鑑登録証再交付申請書 兼 印鑑登録証亡失届書
（宛先）橿原市長

次のとおり　印鑑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 を申請します。
登録　　　廃止　　　登録証再交付

①申請者 申請日　　　　年　　月　　日
登録（廃止）する印鑑

住所

氏名

生年月日

電話番号　　　　　　ー　　　　ー

大正　 平成

昭和　 西暦 年　　　月　　　日

フリガナ

本
人（
申
請
者
）

②代理人・保証人　代理人による申請の場合（または保証人制度を利用する場合）は以下を記入してください。

保証人登録印
住所

氏名

生年月日

電話番号　　　　　　ー　　　　ー

大正　 平成

昭和　 西暦 年　　　月　　　日

フリガナ

代
理
人
・
保
証
人

※代理人による申請の場合は、即日での手続きはできませんのであらかじめご了承ください。

③委任状　代理人による申請の場合は、以下の委任状欄を申請者本人が記入するか、委任の旨を証する書面を申請時に持参してください。

□本人に相違ありません。

④法定代理人の同意　申請者が未成年者や被保佐人等の場合は、その法定代理人が以下を記入し、登録印を押印してください。

□法定代理人の印鑑登録証明書　　※橿原市に住民登録があり、印鑑登録をしている場合は不要です。
□法定代理人であることを証する書類（戸籍謄本等）　　※橿原市の戸籍等で親権等を確認できる場合は不要です。

※太枠内（25mm四方）に収まらない印鑑（大きすぎる印鑑）やグレー枠内（8mm四方）に収まる印鑑（小さすぎる印鑑）は登録できません。

●同一世帯で同一の印鑑は登録できません。また、登録できる印鑑には制限があります。　　●代理人が申請する場合は委任の旨を証する書面が必要です。
●即日登録ができるのは、登録される方本人が来庁し、官公署発行の顔写真付証明書を所持している場合又は保証人制度を利用した場合のみです。
　それ以外の場合は、照会書を用いた本人確認を行いますので、あらかじめご了承ください。
●申請受付の際には来庁者の本人確認を行いますので、受付時に本人確認書類を提示してください。本人確認書類は、窓口でコピーを取る場合があります。

以下は該当する場合のみ記入してください。

未成年者等の印鑑登録の際に必要なもの

以下は記入しないでください

本人確認

照会書

年　　　　　　　月　　　　　　　日

年　　　　　　　月　　　　　　　日

発送日

照会期限

回答日

保証人制度を利用する場合は
保証人の登録印を押印し、
下欄にチェックしてください。

免（　　　　　　　　　　　　　　　　　                       　　　　経　）

マ　　　　   パ　　　    　住　　   　　郵　　　   　在

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　                       　　　　）

印鑑登録証番号

新

旧 回収（ 済・未 ）

備考

受付 作成 交付
郵 郵 郵

奈良県橿原市　　　　　　　　町

住所
氏名 生年月日 年　　　月　　　日

法
　
定

代
理
人 申請者との関係 □親権者

□その他（　　　　　　　　　）

□この登録に同意します。

印

本
人（
申
請
者
）
委
任
事
項   

代
理
人

私は次の者を代理人と定め、以下の手続きを委任します。（該当するものにチェック）

印鑑の登録・改印の場合は
新しく登録する印鑑を
押印してください。

□印鑑登録　　□改印（登録印鑑の変更）　　□印鑑登録の廃止　　□印鑑登録証の再交付　

住所

氏名

住所

氏名

生年月日
大正　 平成

昭和　 西暦 年　　　月　　　日

　代理人による申請の場合は、
　即日での手続きはできません。
　あらかじめご了承ください。

奈良県橿原市　　　　　　　　町 年　 月 　日
委任年月日

世帯印影確認

年　　　　　　　月　　　　　　　日

□改印　　　□汚損・破損　　　□その他（　　　　　　　　　　　　）
□登録証の亡失（紛失・盗難）　亡失年月日「　　年　　月　　日・不詳」

廃　止
再交付
の理由


